


【国保】 
 

E-43 CT撮影（ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影）（同日） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、同一傷病名に対するポジトロン断層・コンピューター断層

複合撮影後における、同日の同一部位に対する CT撮影の算定は認められ

ない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影（PET/CT）は、ポジト

ロン断層撮影（PET）による代謝情報とコンピュータ断層撮影（CT）によ

る詳細な解剖学的情報を統合して行う画像診断であり、腫瘍の位置や活動

性を高精度で評価できるたるため、その後の同日同一部位に対する追加の

CT撮影は認められないと整理した。 

 


